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令和8年年間標語 危険の芽 摘んで安全 咲く笑顔

富士電機（株）松本工場から西方向にドローン撮影した画像です（撮影者：相澤様）

R8.2.19（木）労務管理研修会の様子

令和８年度（一社）松本労働基準協会
定時総会開催のお知らせ

日　　時：令和8年5月28日（木）午後3：30より
開催場所：ホテルブエナビスタ（松本市本庄1-2-1）
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（一社）松本労働基準協会�

　　会長� 清水 是昭
会員事業所の皆様方には、当協会の事業運営に格

別のご理解とご支援を賜りまして厚く御礼申し上げ
ます。新年度の始まりにあたりご挨拶申し上げます。

昨今の経済情勢に目を向けますと、中東情勢の悪
化により、企業活動や地域経済に大きな影響を及ぼ
すことが懸念されています。原油価格、海上輸送、
航空運航、為替相場など複数の要因が重なり、一定
の時間差はあるものの、エネルギーだけでなく物流
や観光など幅広い分野での影響は避けられないもの
と思われます。新しい年度を迎え、今回の事態が企
業活動や生活にどのような影響を及ぼすのか、今後
の動向を冷静に見ていく必要があり、多くの専門家
からは、顧客や取引先からの情報収集をこれまで以
上に行い、市場の動きを注意深く見極めながら、資
金繰りなどへの備えを早めに進めておくことが重要
であるということが指摘されているところです。

一方、松本労働基準監督署管内で昨年１年間に発
生した労働災害の死傷者は、前年に比べ12人の増の
410人となっており、業種別では運輸貨物業の増加
が目を引く結果となっています。また、昨年４月、

65歳までの雇用確保措置が全ての企業に義務化され
たこともあり、高齢者の負傷者が増加しています。
このため、労働安全衛生法の改正で本年度から高齢
者の労災を防止する環境整備が努力義務となり、高
齢者の身体機能の低下による転倒災害等の発生リス
クに対する必要な措置の検討が求められています。

様々な業種で繁忙期に当たる年度末を無事に終え
られ、一段落という会員の皆様も多いことと思いま
すが、重大な災害や事故には至らなかったものの、
それらに直結してもおかしくない事例はなかったで
しょうか。忙しさの中で見過ごされてしまいがちな
このような事例に改めて目を向け、今後の事故防止
に活かしていくことが大切です。

また年度始めは、異動により作業内容が変更にな
る方、新入社員の方など多くの方が不慣れな作業や
環境に身を置くことになります。

繁忙期を乗り切り、新しい年度がスタートした今
こそ、従業員の皆様の安全意識を更に高める良い機
会といえるのではないでしょうか。是非、社内一丸
となった安全衛生対策の徹底をお願いいたします。

当協会といたしましては、本年度も事業活動重点
方針を掲げ、会員の皆様のお役に立てられるよう活
動して参りますので、引き続きご支援、ご協力をお
願いいたします。

令和８年度　一般社団法人松本労働基準協会「事業活動重点事項（案）」

Ⅰ　労働災害防止活動の推進
Ⅱ　安全衛生講習会等受講推進
Ⅲ　法改正等の最新情報の発信
Ⅳ　産業安全大会等主要イベントの活性化

新年度のご挨拶 新年度のスタートにあたって

令和8年度（一社）松本労働基準協会行事スケジュール（案）

日　時 行　事 場　所

5/28（木） 定時総会 ホテルブエナビスタ

6/1（月）～ 6/30（火） 全国安全週間準備月間

6/10（水） 産業安全大会 キッセイ文化ホール

7/1（水）～ 7/7（火） 全国安全週間・夏季安全衛生パトロール （パトロールは1日のみ）

7/3（金） 松本城グリーンライトアップ 松本城

7/15（水） 長野県産業安全衛生大会 岡谷市カノラホール

9/18（金） 労働衛生大会 キッセイ文化ホール

10/1（木）～ 10/7（水）全国労働衛生週間

12/ 初旬 冬季安全衛生パトロール （1日のみ）

R9/1/8（金） 産業安全衛生祈願祭 深志神社

R9/2/ 中旬頃 労務管理研修会 キッセイ文化ホール
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ハラスメント対策の一層の推進が求められています。
皆様には、36協定の遵守等最低基準である労働関係

法令の遵守、また、総合的なハラスメントの防止対策
の推進をお願いします。

二点目は労働災害の防止対策の推進についてです。
令和７年の当署管内の労働災害発生状況ですが、死

亡者数は1名（前年比－5名）、死傷者数は410名（前
年比＋12名）となりました。

死亡災害は11月初旬に発生し、目標の年間死亡者０
の達成はかないませんでしたが、前年比で、大きく減
少したことは、各職場における取組の賜物と考えてお
り、この点、感謝申し上げます。

ただ、死傷災害については、統計上最も少なかった
平成27年・29年、令和２年の318名から3割近く増加
しており、当署の第14次労働災害防止推進計画の目標、
令和9年において340人以下に遠く及ばない状況と
なっています。

皆様には、第14次労働災害防止推進計画で掲げる①
職場の社会的評価を高めるための自発的な安全衛生対
策、②災害の多くを占める転倒・腰痛等の作業行動に
起因する労働災害防止対策、③改正安衛法により努力
義務化された高年齢労働者の労働災害防止対策をはじ
めとした働く人が安全で健康に働くことができる環境
整備をお願いします。

なお、セイフティーネットである労災補償業務につ
いては、迅速・公正な給付に努めてまいりますが、労
働災害が発生した際の労働安全衛生法に基づく報告も
含め、その適切な業務対応にご協力をお願いします。

現下の中東情勢の緊迫化による社会・経済への影響
は計り知れず、個々の職場での対応は限られるかもし
れませんが、それ故に、個々の職場で対応可能な安全
で健康に働くことができる環境づくりは、事業の持続
可能性を高めるためにも欠かせないことかと思い 
ます。

最後となりますが、貴協会並びに会員事業場の皆様
の益々のご発展とご健勝を祈念いたしまして、新年度
当初のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願い
いたします。　

松本労働基準監督署長の西尾と申します。早いもの
で着任から1年が経ち、寒い冬も終わり、桜咲く季節
がまた巡って参りました。別れ・出会いの季節でもあ
りますが、当署でも新入職員を迎えるなど、新たなメ
ンバーで、管内の労働基準行政を進め、「安心して働
ける信州のために」に向け、力を尽くしてまいります
ので、皆様には当行政の取組になお一層のご理解・ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

さて、ここで、当行政の課題等について、二点触れ
させていただきます。

一点目は長時間・過重労働による健康障害の防止に
ついてです。

過労死等労災請求事案は全国的に、そして、当署管
内においても増加傾向にあります。また、県内の長時
間労働の状況、昨年10月に長野労働局から公表された

「令和6年度長時間労働が疑われる事業場に対する監
督指導結果」では、時間外・休日労働の実績が月80時
間を超える違法な時間外労働が160事業場で確認され、
当該指導対象の約３割にも及んでいます。また、当署
では長時間となる違法な時間外労働が繰り返された事
業場について、検察庁へ送致した事案も発生したとこ
ろです。

労働時間を適正に把握した上で、長時間・過重労働
とならないよう時間外・休日労働の上限規制を踏まえ
た36協定を遵守いただくことは、事業活動を行う上で
の最低限のルールとなっています。また、増加する過
労死等労災請求事案では、各種ハラスメントを理由と
する請求も相当数を占めており、令和8年10月に義務
化されるカスタマーハラスメントの防止措置も含め、

転入
職名 氏名 旧任

副署長 鳥谷　　亘 長野労働基準監督署第一方面主任監督官
第一方面主任監督官 下條　貴広 上田労働基準監督署監督・安衛課長
第一方面 永田　　迅（新規採用）
第二方面主任監督官 榊原　啓祐 中野労働基準監督署監督・安衛課
第三方面主任監督官 宮野　純一 岡谷労働基準監督署監督課

安全衛生課長 山﨑　祐平 外国人技能実習機構東京事務所
長野支所指導課長補佐

安全衛生課 守屋　亜紀 岡谷労働基準監督署安全衛生課
安全衛生課 伴野　穂高 名古屋南労働基準監督署第一方面
労災課補償係長 吉澤　厚生 伊那労働基準監督署労災課補償係長
労災課補償係長 正田由香里 長野労働基準監督署労災課補償係長
労災課 西山　唯翔 総務部総務課会計第一係
労災課 宮川　真衣（新規採用）

転出
旧任 氏名 転出先

副署長 前田　大介 長野労働基準監督署副署長
第一方面主任監督官 深見　洋幸 室蘭労働基準監督署第一方面主任監督官
第一方面 高橋　広樹 四万十労働基準監督署監督・安衛課
第二方面主任監督官 前田　隼平 銚子労働基準監督署監督・安衛課長
第三方面主任監督官 小林　　歩 大町労働基準監督署労災課長
安全衛生課長 鎌倉　博史 長野労働基準監督署安全衛生課長
安全衛生課 新井　貴大 大町労働基準監督署監督・安衛課
安全衛生課 波元　寿和 春日部労働基準監督署安全衛生課
労災課補償係長 小林　龍弥 岡谷労働基準監督署労災課補償係長
労災課補償係長 飯塚麻里子 大町労働基準監督署労災課補償係長
労災課 石坂　洋斗 総務部総務課人事係
労災課 堀田　幸恵 総務部労働保険徴収室適用第二係

令和8年度　松本労働基準監督署人事異動

松本労働基準監督署

　署長� 西尾 裕一朗

新年度のスタートにあたって
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熱中症予防

印刷■　株式会社プラルト

2/19木　令和7年度　「労務管理研修会」

テーマ：「監督署職員から見た指導のポイント」

講    師：深見　洋幸（松本労働基準監督署第一方面主任監督官）

　　　    鎌倉　博史（松本労働基準監督署安全衛生課長）

本年度の研修会では、松本労働基準監督署が日々行っている事業所に対する監督指導や相談対応等の
中から、監督署職員が気になった点、注意すべき点等を紹介しながら、適正な労務管理や職場の安全衛
生の確保等に向けた実践的なポイントを説明していただきました。
労働基準編では、令和7年度における長野県内労働基準監督行政の重点事項からはじまり、事例に応
じた監督指導のレベル、送検手続きのレベルの説明があり、また松本署管内及び県内での労務関係上の
違反状況、法令違反等疑義事件の概要、周知したい内容等の説明がありました。また、法令違反となる
主な内容や多くの相談や情報提供が寄せられている事案の説明もありました。意外な情報提供等もあり
労働基準法をもう一度見直すことも必要ではないかと感じました。
安全衛生編では、労働災害発生時における企業の責任の説明から始まり、労働衛生3管理の基本的な
考え方、安全衛生管理上の好事例紹介がありました。気になった点は作業環境で有害な状況は分かって
いるが放置してしまっている事例もありました。
この研修会を通じて労働基準協会の機能として不足点等反省するところも多く、今後は会員向け相談
窓口機能の拡充、安全衛生コンサルタント等の紹介を通じて事業所の改善ポイント等を把握解決してい
く方法を具体的に考え行動していくことといたします。
約90事業場の会員様にご参加を頂きまして誠にありがとうございました。研修会終了後は、西尾監督

署長はじめ監督署職員と参加事業場担当者が個別に質問できる機会も頂きましたので感謝申し上げます。
なお、今回講師を頂いた、深見第一方面主任監督官、鎌倉安全衛生課長は4月1日付けで松本労働基
準監督署から転出されました。ご指導頂きまして誠にありがとうございました。

キッセイ文化ホール国際会議室
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